
別紙資料１ 

府中市立学校における児童生徒等のマスクの着用の考え方 

Ｒ４．５．２５ 

府中市教育委員会 

場 面 等 

身体的距離（目安２ｍ以上）が確保できる 身体的距離が確保できない 

屋内（密閉空間） 

※換気可能な空間は除く 
屋外 

屋内（密閉空間） 

※換気可能な空間は除く 
屋外 

会
話
を
行
う 

登校時 
（バス通学） 

着用を推奨する 

着用の必要はない 

（バス通学） 

着用を推奨する 
着用を推奨する 

教科等授業時等 

（体育・運動部活動を除く） 
着用を推奨する 着用を推奨する 着用を推奨する 

体育・運動部活動 
着用の必要はない 

（体育館は換気する） 
着用を推奨する 

（体育館で換気している場合は不要） 

着用の必要はない 

（話し合い活動等では必要） 

会
話
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い 

登校時 
（バス通学） 

着用の必要はない 

着用の必要はない 

（バス通学） 

着用を推奨する 

着用の必要はない 
教科等授業時等 

（体育・運動部活動を除く） 
着用の必要はない 着用を推奨する 

体育・運動部活動 着用の必要はない 着用を推奨する 

 

【補足】 

 ①気温・湿度や暑さ指数（WBGT）に留意して教育活動を行う。 

 ②発達の段階、発達の特性、既往症等に鑑みた対応を行う。 

 ③屋内で教育活動を行う際には、「CO2センサー」を活用し、換気対策を講じる。 

 ④密閉空間（更衣室等）では会話は行わないよう児童生徒に指導する。 

 ※上記以外の場面については、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル ～『学校の新しい生活様式』～ 

  （2022.4.1 Ver.8）」を参照する。 

 


